
        
 

農用地区域除外・農地転用許可にかかる事務処理手続の迅速化について 

【事務処理手続きの流れ（現状）】  【事務処理手続きの流れ（迅速化後）】  
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手
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一般管理(法 13 条第 2項) 

資料の整理 基礎調査・資料の整理 

概ね 5年に１回 随時

総合見直し(法 12 条の 2,第 13条) 

市町整備計画変更案の作成 

市町内関係部局、農業委員会等との調整 

農業委員会、農業協同組合、土地改良区、
森林組合からの意見の聴取〔令 3、規則 3 の 2〕 

農用地利用計画の異議申出期間<15 日間>
〔法 11-3〕 

農用地利用計画変更案の 
知事協議(県民局(県対策会議)〔法 8-4〕 

整備計画の決定･公告･縦覧 
〔法 12-1､12-2〕 

県との事前調整 
（県民局(県対策会議) 

・農振法に基づく手続き(農用地区域除外) 

整備計画変更案の公告・縦覧、住民意見
提出期間<おおむね 30日間>〔法 11-1､11-2〕 

約 4ケ月 約 4 ケ月 

 ・農地法に基づく手続き(農地転用許可) 

申請書提出（申請者→農業委員会） 

申請書進達、意見書提出(農業委員会→県) 

審査・許可（県農林振興事務所） 

２週間

4ha 超の場合のみ協議（県→農林水産大臣） 
4ha 超の場合のみ 
農地調整室に進達 
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5 週間(30a
超は6週間 

審査・許可3
週間(4ha 超
は 5週間) 

審査・許可2
週間(4ha超
は 4週間) 

※農業振興地域内の農用地区域外農地(白地)は手続き不要 

約２～12 ケ月 

市街化区域編入(法第 6

条 3 項)、特例法(法 10 条

第 4 項)に関係する事前

調整及び事務手続 

・農業・農村の将来ビジョンの構
築や整備計画の手続き手法の整
理が不十分 

・農地法や都市計画法等他法令の
許可見込みの確認が不十分 

・市町部局間の連携が不十分 

市町で除外の手続き手法を検討 

 

市町整備計画変更案の作成 

市町内関係部局、農業委員会等との調整 

県との事前調整 
県民局(県対策会議) 

申請書記載内容の不備、提出書類
が不足 

申請書提出（申請者→農業委員会） 

4ha 超の場合
のみ協議(県→

農林水産大臣） 

4 週間(30a
超は5週間 

審査・許可 
（県農林振興事務所） 

２週間

一般管理(法 13 条第 2 項) 

資料の整理 基礎調査・資料の整理 

概ね 5年に１回

随時

総合見直し(法 12 条の 2,第 13条) 市街化区域編入(法第 6条 3項)、特

例法(法 10 条第 4 項)に関係する事

前調整及び事務手続 
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約 1～6 ケ月 

調
査
・
整
理 

・農振法に基づく手続き(農用地区域除外) 

法
令
に
基
づ
く
手
続

き 

・農地法に基づく手続き(農地転用許可) 

市町における農業・農村の将来ビジョンの明確化 
・市町の農政及び都市部局等の連携を促進するため、各職員が法令や事務手続等を学ぶ研修会を開催 
・農用地区域除外・農地転用の具体例を共有する市町職員・農業委員会職員向けの担当者会議を開催 
・直近の総合見直しから５年経過している市町に対して、定期的（年１回程度）にヒアリングを実施 
 

県による事前検討会の開催 
市町が整備計画変更案を作成する場合に、

あらかじめ、変更案作成の指導・助言を実施 

事前相談

指導・助言

概ね 5年に１回

手戻りや調整の長期化 

同左 

※農業振興地域内の農用地区域外農地(白地)は手続き不要 

市町で除外の手続き手法を検討 

申請書進達,意見書提出(農業委員会→県) 

4ha 超の場合のみ 

農地調整室へ進達 

【迅速化の効果】 

 標準処理期間：約 8～18 ヶ月(約 8週間) ⇒ 約 7～12 ヶ月(約 6週間) 
（ ）内は農地転用許可の期間 

申請予定者と

の綿密な事前

調整の上、申

請資料を作成 

資料５ 


